
学校基本調査 
 
【実施機関】 
 千葉県総合企画部統計課-（文部科学省） 
 
【調査時期】 
 毎年５月１日現在 
 
【調査概要】 
（目的） 
 学校数、在学者数、教職員数等学校に関する基本的事項を明らかにし、学校教育行政上の資料

を得ることを目的としています。 
（主な内容） 
 １．課程または学級に関する事項 
 ２．教員及び職員の数 
 ３．幼児、児童及び生徒数 
 ４．不就学学齢児童数 
 ５．卒業者の進学、就職等の状況 
 ６．学校施設に関する事項 
（調査対象） 
 小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校 
（調査方法） 
 県及び市町村を通じ調査票の配付、収集、自計申告。（全数調査） 
 インターネットを利用した電子調査票収集システムにより配布、収集、自計申告。 
（公表時期） 
 速報は、その年度の 8月ごろ。確報は、その年度の 1月ごろ公表。 
（公表方法） 
 刊行物及びホームページに掲載 
 


